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参考資料
令和5年3月31日 「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するＱ＆Ａについて（令和５年３月31日一部改正）」
令和4年3月4日 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
令和3年1月29日 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について（認定

薬局関係）」

2023年8月17日 資料修正
・P4_地域支援体制加算の平日の開局時間要件について「連続した」を削除しました
・P5、7、10、11_地域支援体制加算の基準を2022年度改定に合わせて改訂しま

した
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構造設備
・プライバシーの配慮
・高齢者、障害者への配慮体制
・医薬品情報 医療機関への報告、連絡体制
・医薬品情報 他薬局との報告、連絡体制、在庫提供体制
・開局時間外、夜間・休日の相談・調剤応需体制
・麻薬免許、調剤体制
・無菌製剤処理体制
・高度管理医療機器等体制

実 績
・地域包括ケアシステム構築に資する会議への継続的参加
・医薬品情報 医療機関への報告・連携実績（月30回以上）
・医療安全対策事業参加、医療安全対策
・常勤薬剤師 半数以上 1年以上継続勤務
・常勤薬剤師 半数以上 地域包括ケアシステム研修終了
・すべての薬剤師 地域包括ケアシステム研修1年以内に計画的受講
・過去1年以内 他の医療提供施設へ医薬品適正使用に関する情報提供
・在宅医療実績月平均2回以上

地域連携薬局地域支援体制加算 と
赤字は、要件内容が異なります
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地域連携薬局のみにある項目(抜粋）

高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造設備

必要な医薬品を他の薬局へ提供する体制

無菌製剤処理を実施できる体制

医薬品の適正使用に関する情報提供

利用者の動線や利用するエリア等を考慮して手すりを設置すること、入口に段差がないこと、
車いすでも来局できる構造であること等利用者に配慮した構造

地域の医薬品供給体制の確保のため、地域連携薬局が他の薬局開設者の薬局からの求めに応じて医薬品を
供給できる役割
地域において広く処方箋を応需し、利用者に対し医薬品を迅速に供給できるよう、地域の他の
薬局開設者の薬局から医薬品の提供について求めがあった場合などに医薬品を提供できる体制
が必要

居宅等で療養を受ける利用者への調剤において無菌製剤処理が必要な薬剤が想定されるため、
無菌製剤処理を実施できる体制
自局又は共同利用により無菌製剤処理を実施できるようにしておくことが望ましい
無菌製剤処理の調剤に限り、当分の間、適切な実施薬局を紹介すること等の対応でも差し支えない。無菌製
剤処理が必要な調剤の対応が円滑に実施できるよう具体的な手続を手順書等に記載する必要がある

過去１年間において情報提供した実績が必要
医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴、後発医薬品の品質に関する情報や製剤の工夫等の特徴
等、医薬品の適正使用に関する情報を広く提供し、地域の医薬品情報室としての役割を果たす
ことを求められる
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地域支援体制加算のみにある項目（抜粋）

かかりつけ薬剤師

外来服薬支援料の実績

開局時間

管理薬剤師要件

一般用医薬品（OTC）の販売

健康情報拠点としての役割

処方箋の集中率と後発医薬品率

【地域支援体制加算】
「平日は１日８時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、
かつ、週45時間以上開局していること。」とされている。（必須）
【地域連携薬局】
「平日は１日８時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日は４時間以上開局した上で、
かつ週45時間以上開局し ていることが望ましく」とされている。（必須ではない）

2023年3月31日に改正されたQ&Aで土日の開局時間について「一定時間以上」から
「4時間以上」に変更されましたが、『望ましい』という表現は継続されています
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情報提供

地域支援体制加算

情報提供の 内容・回数増加 に注目

調基１
（加算１） 服薬情報等提供料の算定回数が、

保険薬局当たりで年12回以上

調基１
（加算２）
調基１以外

服薬情報等提供料の算定回数が、
処方箋受付回数1万回当たり
60回以上

当該回数には、服薬情報等提供料が
併算定不可となっているもので、相当する業
務を行った場合を含む

算定回数 ＝
服薬情報等提供料 ＋ 相当する業務回数

地域連携薬局

過去1年間に、実務に従事する
薬剤師、医療機関に勤務する薬剤師
等に対して報告及び連絡させた実績
として、月平均30回以上

実績に含まれるもの
ア 入院時に情報共有を行った実績
イ 退院時に情報共有を行った実績
ウ 外来受診時に情報共有を行った実績(ハイリスク薬等）
エ 在宅訪問時に情報共有を行った実績
（いずれかのみではなく、満遍なく実施することが望ましい）
実績に含まないもの
・医療機関からの検査値等のみの情報提供
・利用者の情報を含まない施設等に係る情報提供
・服用中の薬剤に係るお薬手帳への記載
・疑義照会

相当する業務とは、
特定薬剤管理指導加算2
調剤後薬剤管理指導加算
服用薬剤調整支援料2
かかりつけ薬剤師指導料等算定患者に対する調剤
後薬剤管理指導加算等の算定に相当する業務 等

情報共有も実績に換算
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開局時間
時間外対応

地域連携薬局地域支援体制加算

24時間調剤・在宅対応できる体制の周知

当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣
の保険薬局と連携して、24時間調剤及び
在宅業務に対応できる体制が整備されていること

原則として初回の処方箋受付時に当該担当者及び
当該担当者と直接連絡がとれる連絡先、注意事項
等について事前に説明し、当該内容については、文
書により交付または薬袋に記載すること

連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて、
最大で三つまで

開店時間外であっても薬局で相談等
を受けられる体制

他の薬局と連携して、休日及び夜間の調剤
に対応する体制（参考で調剤実績の報告）

薬剤師に直接相談できる連絡先、注意事項
等について事前に説明し、当該内容につい
ては、文書により交付または薬袋に記載す
ること

相談内容は、調剤録に記載すること

表現は違うが、概ね同様な内容
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連 携 会 議

調基１
（加算１）

研修認定薬剤師が地域の多職種連
携の会議に年1回以上参加

調基１
（加算２）
調基１以外

研修認定薬剤師が地域の多職種連
携の会議に年5回以上参加

必要な多職種連携会議へ“継続的”な参加

過去1年間に
地域包括ケアシステム※の構
築に必要な会議に継続的に参
加すること

地域連携薬局地域支援体制加算

薬剤師の多職種連携会議の出席要件

該当する会議一例：
地域包括支援センター主催 「地域ケア会議」
介護支援専門員主催 「サービス担当者会議」
多職種が参加する 「退院時カンファレンス」

参加者：
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・管理栄養士・歯科衛生士・自治体職員
包括職員・ケアマネジャー・介護事業者・民生委員・OT・PT・ST など
その他必要に応じて参加
※直接サービス提供に当たらない専門職種も参加

継続的に「地域における会議の開催状況を踏まえつつ、薬局として
参加すべきものを検討した上で積極的に関わっていく」ことが必要
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2023年3月31日改正Q&A
・「地域ケア会議」「サービス担当者会議」「退院時カンファレンス」と同様の趣
旨の会議であれば、地方公共団体が定める条例・規則等に位置付けられる、
地域課題の抽出や対応策の検討を行う会議も含めて差し支えない
・やむを得ない場合を除いて、会議が開催される毎に参加することが望ましい
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医療安全
対策

地域連携薬局地域支援体制加算

「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっ
ての留意点について」に基づき、薬局機能情報提
供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に
関する取り組みの有無」を「有」として直近1年以内
に都道府県に報告していること

医薬品医療機器情報配信サービス（PMDAメディ
ナビ）に登録することにより、常に最
新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医
薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報
の収集を行い、保険薬剤師に周知している

プレアボイドの取組

PMDAナビの活用

医療安全対策の具体的な取組
厚生労働省から公表している各種資材の活用

医薬品に係る副作用等の報告の対応

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加

製造販売業者による市販直後調査への協力のほか

医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management 
Plan）
に基づく患者向け資料の活用

「医薬品医療機器情報配信サービス」
（PMDA メディナビ）等を活用した服薬指導等

届出には、過去1年間の実施回数 の報告が必要

広い取組と細かい報告よりも資材活用の重要性
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薬剤師人員

地域支援体制加算

同一薬局の継続勤務人員数に注目

当該保険薬局の常勤薬剤師として
半数以上が、継続して1年以上勤務

保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験
があること

常勤薬剤師数は、当該保険薬局における
当該保険薬局における実労働時間が
週32時間以上である保険薬剤師は1名
とする

当該保険薬局の常勤薬剤師として
継続して1年以上勤務

常勤薬剤師数は、当該保険薬局における
当該保険薬局における実労働時間が
週32時間以上とする

① 当該保険薬局における実労働時間が週32時間以上である保険薬剤師は1名とする
② 当該保険薬局における実労働時間が週32時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を32時間
で除した数とする（規定時間に満たない薬剤師の総計）

当該保険薬局における週32時間に満たない保険薬剤師の実労働時間の合計(総計/該当月)
（時間/1週当たり）×（該当月の週数×人数）

非常勤人員数＝

常勤薬剤師の半数以上が、継続して1年以上勤務

管理薬剤師 勤務薬剤師全体 地域連携薬局

常勤薬剤師の換算方法
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麻 薬

麻薬及び向精神薬取締法
（昭和二十八年法律第十四号）
第三条の規定による麻薬小売業者の免許を
受けていること

調基１
（加算１）

麻薬小売業者の免許を受けていること
必要な指導ができる

調基１
（加算２）
調基１以外

麻薬の調剤実績
10回以上／処方箋受付回数1万回当た
り

地域連携薬局では、調剤することが必要

地域支援体制加算※では、麻薬免許の許可を受けること
※ 必要な指導ができる
※ 調基1（可算２）と調基１以外では実績も必要

必要な指導 から 調剤実績 へ

在庫として保管する品目数や種類は当該
薬局の調剤の状況等に応じて薬局で判断
しても差し支えない

麻薬の調剤の求めがあった場合に、薬局の
事情等により当該麻薬の調剤を断ることは
認められない

速やかに必要な麻薬を入手できる体制を構
築する必要がある

地域連携薬局地域支援体制加算
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居宅患者
実 績 在宅患者への薬学的知見に基づく指導の実績

地域連携薬局地域支援体制加算

在宅医療の対応の確保ではなく
実績の達成をすることが目的

調基１
（加算１）

在宅医療の実績が保険薬局当たりで
年24回以上

調基１
（加算２）
調基１以外

単一建物居住者1人の場合の在宅医
療の算定回数が、
処方箋受付回数1万回当たり
24回以上

在宅医療実績 ⽉平均2回以上

複数の利用者が入居している施設を訪問
した場合は指導を行った人数に関わらず
1回とする。
同一人物に対する同一日の訪問は、訪問回数
に関わらず1回

ただし

薬学的管理指導計画書の様式を備える

在宅患者に対する薬学的管理指導
が可能な体制を整備する

在宅患者訪問薬剤管理指導の指示が
処方医からあった場合に、適切な
対応ができるよう研修を受ける

在宅医療への準備ではなく、実績達成へ
資料No.20230817-1109(5)-2-p11
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